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（
質
問
の 

三
四
）

答

弁

第

三

四

号 

    

衆
議
院
議
員
竹
村
奈
良
一
君
提
出
不
完
全
保
有
農
家
の
主
要
食
糧
保
有
量
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を

送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
第
三
四
号 

昭
和
二
十
七
年
五
月
十
六
日 

衆

議

院

議

長 

林 
 

讓 

治 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

吉 

田 
 

茂 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
竹
村
奈
良
一
君
提
出
不
完
全
保
有
農
家
の
主
要
食
糧
保
有
量
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

不
完
全
保
有
農
家
の
保
有
食
糧
消
費
量
平
均
三
・
五
合
中
の
米
麦
の
消
費
率
は
、
従
来
各
農
家
の
保
有
状
況
に
よ
つ
て
全

く
区
々
で
あ
つ
て
、
米
麦
い
ず
れ
か
を
保
有
し
て
い
る
間
は
主
食
の
配
給
を
行
わ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
が
、
今
般
米
麦
の
消

費
率
を
全
国
的
に
整
理
す
る
と
と
も
に
麦
類
の
み
を
保
有
し
て
い
る
期
間
中
に
、
米
穀
を
配
給
し
消
費
の
合
理
化
を
行
う
こ

と
に
し
た
。 

従
つ
て
保
有
米
と
配
給
米
の
量
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
米
單
作
農
家
及
び
米
作
農
家
に
し
て
麦
の
保
有
の
僅
少
の
も
の
に

つ
い
て
は
、
従
来
よ
り
減
少
し
、
麦
單
作
農
家
及
び
米
作
農
家
に
し
て
麦
の
保
有
の
多
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
従
来
よ
り
増

加
す
る
。
よ
つ
て
不
完
全
農
家
に
対
し
全
面
的
に
米
食
率
を
切
り
下
げ
た
も
の
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
。 

な
お
、
保
有
米
を
一
日
当
二
・
三
合
と
完
全
農
家
の
米
保
有
量
の
間
で
年
間
消
費
で
き
る
農
家
は
そ
の
量
で
消
費
す
る
も
の

で
あ
つ
て
、
質
問
書
三
、
の
一
石
生
産
し
た
農
家
は
、
一
日
平
均
二
・
七
四
合
で
消
費
し
、
保
有
米
を
供
出
す
る
必
要
は
な
い
。 

右
答
弁
す
る
。 




